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衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
米
軍
北
部
訓
練
場
へ
の
新
た
な
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
の
た
め
に
陸
上
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
及
び
七
に
つ
い
て

北
部
訓
練
場
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
着
陸
帯
の
移
設
工
事
に
お
け
る
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
機
材
の
運
搬
（
以
下

「
本
件
運
搬
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
十
三
日
に
実
施
し
て
い
る
。

本
件
運
搬
に
係
る
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
八
十
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大

臣
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
陸
上
幕
僚
長
が
、
同
年
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
訓
練
場
に
お
い
て
、
陸

上
自
衛
隊
所
属
の
航
空
機
に
よ
り
、
実
用
試
験
、
操
縦
訓
練
及
び
地
上
部
隊
と
の
協
同
訓
練
を
実
施
す
る
と
の
理
由
で
、
物

件
を
機
体
の
外
に
装
着
し
、
又
は
つ
り
下
げ
て
行
う
飛
行
及
び
航
空
偵
察
、
空
中
監
視
、
空
中
観
測
、
航
空
輸
送
、
射
撃
動

作
、
ヘ
リ
ボ
ン
行
動
、
写
真
撮
影
等
を
行
う
飛
行
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
九
日
に
国
土
交
通
省
大
阪
航
空
局
長

に
申
請
し
、
同
月
二
十
二
日
に
同
航
空
局
長
か
ら
許
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
、
同
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国

土
交
通
大
臣
の
許
可
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
同
省
に
お
い
て
、
個
々
の
申
請
内
容
に
応
じ
、
適
切
に
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



な
お
、
同
幕
僚
長
は
、
年
間
を
通
じ
た
包
括
的
な
許
可
と
し
て
当
該
許
可
を
受
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
件
運
搬
に

際
し
、
平
成
二
十
八
年
九
月
十
三
日
に
、
同
省
大
阪
航
空
局
の
担
当
者
か
ら
防
衛
省
整
備
計
画
局
の
担
当
者
に
対
し
、
包
括

的
な
許
可
に
加
え
て
、
念
の
た
め
、
資
機
材
の
運
搬
を
目
的
と
し
た
許
可
を
個
別
に
受
け
る
こ
と
が
適
切
で
は
な
い
か
と
の

指
摘
が
な
さ
れ
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
同
日
、
同
幕
僚
長
が
同
航
空
局
長
に
当
該
個
別
の
許
可
を
申
請
し
、
同
航
空
局
長
か
ら

そ
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
及
び
二
で
御
指
摘
の
記
事
に
お
け
る「
許
可
」は
、
当
該
個
別
の
許
可
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
件
運
搬
は
、

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日
に
行
わ
れ
た
許
可
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
り
、
当
該
個
別
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
結
果
的

に
不
要
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

本
件
運
搬
に
つ
い
て
は
、
現
地
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
防
衛
省
に
お
い
て
実
施
の
必
要
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
で
あ

る
。

六
に
つ
い
て

本
件
運
搬
は
、
北
部
訓
練
場
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
着
陸
帯
の
移
設
工
事
に
反
対
す
る
人
々
に
よ
っ
て
、
国
の
所
有
地
で
あ
る

二



進
入
路
等
に
お
け
る
車
両
の
駐
車
、
テ
ン
ト
等
の
設
置
等
の
妨
害
行
為
が
行
わ
れ
、
当
初
予
定
し
て
い
た
陸
路
に
よ
る
資
機

材
の
運
搬
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
受
注
者
に
お
い
て
経
費
を
負
担
す
る
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
、
同
工
事
に
係
る
工
事
価
格
の
積
算
に
お
い
て
は
、
公
共
工
事
の
一
般
的
な
例
を
参
考
に
、
工
事
の
資
機
材
の
運

搬
費
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
運
搬
距
離
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
直
接
工
事
費
等
に
所
定
の
率
を
乗
じ
て
算
出
し
て
お
り
、

本
件
運
搬
を
理
由
と
し
た
御
指
摘
の
よ
う
な
減
額
変
更
契
約
を
行
う
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
同
工
事
の

受
注
者
は
、
本
件
運
搬
に
係
る
機
材
を
、
当
初
予
定
し
て
い
た
場
所
と
は
異
な
る
が
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
運
搬
を
行
う

た
め
の
所
要
の
場
所
ま
で
運
搬
し
、
こ
れ
に
係
る
経
費
を
負
担
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
八
年
十
月
四
日
内
閣
衆
質
一
九
二
第
一
号
）
一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
の
工
程
表
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日
に
防
衛
省
に
対
し
て
資
料

提
出
の
要
求
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
九
月
十
四
日
に
沖
縄
防
衛
局
が
沖
縄
県
に

三



対
し
て
行
っ
た
回
答
の
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
同
省
か
ら
累
次
に
わ
た
り
御
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
日
に
改

め
て
同
省
に
対
し
て
資
料
提
出
の
要
求
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
御
指
摘
の
二
件
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
同
省
か
ら
既
に
提
出
し
て
お
り
、
「
隠
ぺ
い
工
作
」
及
び

「
議
員
の
質
問
権
を
侵
害
す
る
行
為
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

四


